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ＪＡＢＥＥ認定・審査の手順と方法
(2004年度適用）

千木良雅弘

（京都大学防災研究所）

平成16年度第1回審査員研修会資料(地球・資源）

審査の流れ

認定申請

審査チームの選定

自己点検書の送付

‐3W    プログラム点検書(その１)

実 地 審 査（９月-11月）

+2W 追加説明書

+4W 一次審査報告書，プログラム点検書(その３)

+7W 異議申立書，改善報告書

+10W 二次審査報告書，プログラム点検書(その3・修正）

分野別審査報告書，最終審査報告書

認定可否，不服申立て
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審査チーム
• 審査チームの構成

– 審査長1名，審査員原則2～4名
– 原則として実務経験者を含むこと
– 必要に応じてオブザーバを加えることができる．
– 1教育機関で複数プログラムの審査を行う場合，審
査員数は基準委員会の承認を得て増減することが
できる．

• 審査長の資格
– 審査員の資格を満たしていること
– 原則として審査員としての経験が1回以上あること

審査員の資格
① 原則としてＪＡＢＥＥの正会員である学協会の会員

② 原則として40歳以上で，当該分野に対して適切な専門能力
を有すること

③ 当該分野の技術者教育に詳しく，その継続的改善に熱意
を持っていること

④ 「認定基準」「認定・審査の手順と方法」「自己点検書作成
の手引き」および「自己点検書」の内容に精通していること

⑤ 審査員に必要な分析能力とコミュニケーション能力を有し，
審査員倫理を充分にわきまえていること

⑥ 審査員としての充分な意欲を持ち，ＪＡＢＥＥあるいはＪＡＢ
ＥＥ会員学協会が主催する研修会などに参加し，適切な訓
練を受けていること

⑦ 原則としてオブザーバとしての経験(中間審査を除く）が1回
以上あること
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オブザーバの役割と義務

• 審査員となるための研修者
– 審査員と同様の経験を積ませることが望まれる。

• 審査の実態を知るための参加者
– 審査に迷惑がかからない範囲内で（審査長が判断す
る），要請に応じる。

• オブザーバは自らの意思で判定や審査を行うこ
とはできない。ただし，審査長の要請に応じて参
考意見を述べることができる。

審査員倫理規定

1. 守秘義務
審査チーム構成員（審査長、審査員およびオブザー
バ)は、審査に係わる資料および情報についてＪＡＢＥＥ
および学協会の常置の審査関係委員会以外の第3者
に公開，口外しない

2. 文書，情報の取り扱いと目的外使用禁止
自己点検書および審査に関連した文書および情報は
審査関係者が審査目的のみに使用する．高等教育機
関から審査のために提供された資料については当該
高等教育機関の許可なしに審査関係者以外への閲覧，
貸し出し，コピー配布などを行ってはならない．
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審査員倫理規定（2/3)

3. 審査員の委嘱と利害関係者の排除
下記該当者は迅速に申し出ること

現役教職員，元教職員，名誉教授，非常勤講師，卒
業生など，認定対象プログラムと利害関係のあるも
の

4. 審査員が回避すべき議論・判断
審査中に審査員および関係組織の利害を伴う議論
が行われた場合は退席し，そうした議論や判断には
加わらないこと

審査員倫理規定（3/3)
5. 公正な審査と判断

– 教育の質的改善を当該高等教育機関と共
に行う立場に立ち，公正な審査と判断を
くだすこと

6. 機密書類の保管
– 機密書類はＪＡＢＥＥおよび当該学協会
の常置の審査委員会が別に定める期間保
管する
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認定・審査の手順と方法
１．まえがき

２．認定の目的，対象および有効期間

３．認定・審査の基本方針

４．認定・審査の手順

５．審査の項目，意図・方法および留意点

６．実地審査

７．審査結果の記述および認定行為

８．審査報告書の作成等と認定・審査における各組織の責務

９．中間審査の手順と方法

添付資料-１～７：プログラム点検書，審査報告書
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まえがき

• ＪＡＢＥＥは，教育機関が申請したプログラムについ
て審査を行い，認定基準をすべて満たしているプログ
ラムを認定する

• ＪＡＢＥＥは，プログラムの審査を学協会（合同学協
会）に委託し，学協会が審査チームを派遣する

• 審査チームは，提出された自己点検書の内容を調べ，
実地審査を行って根拠となるものを検証し，プログラ
ムが認定基準をすべて満たしているか否かを審査する

• 審査チームによる審査結果は，分野別審査委員会およ
びＪＡＢＥＥ認定・審査調整委員会での審議・調整を
経て，確定する

• 認定・審査の法的責任は，ＪＡＢＥＥ理事会にある

認定の目的
(1)技術者教育の質を保証する。すなわち，技術者
の基礎教育を行っているプログラムのうち，
JABEEが認定したものを公表することによって，
そのプログラムの修了生がそこで定めた学習・
教育目標の達成者であることを社会に知らせる。

(2)優れた教育方法の導入を促進し，技術者教育を
継続的に発展させる。

(3)技術者教育の評価方法を発展させるとともに，
技術者教育評価に関する専門家を育成する。

(4)教育活動に対する組織の責任と教員個人の役割
を明確にするとともに，教員の教育に対する貢
献の評価を推進する。
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技術者とは
• 技術業に携わる専門職業人をいう。「技術業」とは，
数理科学，自然科学および人工科学等の知識を駆
使し，社会や環境に対する影響を予見しながら資源
と自然力を経済的に活用し，人類の利益と安全に貢
献するハードウェア・ソフトウェアの人工物やシステム
を開発・研究・製造・運用・維持する専門職業である。

• ここで，専門職業とは，社会が必要としている特定の
業務に関して，高度な知識と実務経験に基づいて専
門的なサービスを提供するとともに，独自の倫理規
程に基づいた自律機能を備えている職業であり，単
なる職業とは区別される。

• なお，JABEEが対象とする技術者には，研究者も含
まれている。

認定の対象(1/4)

• 文部科学省等から承認されている４年制
大学学部教育（工業・技術系高等専門学
校および短期大学の教育に２年制の専攻
科を加えた教育を含む。）におけるプログ
ラムとする。

• 技術者の基礎教育を行うプログラムであ
れば，設置してある学部等は問わない。
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認定の対象(2/4)
• 「プログラム」とは，学科，コース，専修等のカリキュ
ラムだけではなく，プログラムの修了資格の評価・判
定を含めた入学から卒業までのすべての教育プロ
セスと教育環境を含むものであり，学科やコースな
どの総称である。

• プログラムは，現在，多くの大学等が実施している１
学科１プログラムに限定されるものではない。下記も
可。
– 複数学科で１プログラムを構成
– １学科で複数のプログラム
– 他の大学等と連携し，一部の科目を他の大学等で学ばせ
るプログラム

認定の対象(3/4)
• 新たにプログラムを設ける場合のプログラム名は，専
門分野や設定した学習・教育目標を適切に表し，社会
的にも理解されやすいものであることが望ましい。

• 同じ教育機関内の他のプログラムとは異なる名称であ
ることが必要であり，特に，認定対象となっていないプ
ログラムとは明確に区別できるものでなければならな
い。

• １学科に１プログラムしかない場合は，学科名をプログ
ラム名とする。

• １学科１プログラムの場合において，プログラム修了と
学科卒業の判定基準が異なるときには，そのプログラ
ムの認定申請は受理されない。
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認定の対象(4/4)

１学科１プログラムの場合において，プログ
ラム修了と学科卒業の判定基準が異なる
ときには，そのプログラムの認定申請は受
理されない。

認定の有効期間

★認定の有効期間は５年とする。

★プログラムに軽微な問題がある場合には，改善を
促すために短縮した有効期間（２年）を設ける。

★認定の有効期間は教育機関に通知するが，公表は
しない。

①審査を受けた年度の修了生から５年間の修了生
が，認定プログラムの修了生となる。

②認定されたプログラム名が５年間公表される。

★継続して認定を受けるには，最終有効年度の翌年
度内に，再度審査を受けて，認定されなければな
らない。
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★自由度が大きく，多様なアプローチ

が容認され，個性・独自性が発揮で

きる評価システム

⇒ outcomes 評価

★物事を，その形としての結果ではな

く，内容としての成果 ( outcomes ) 

によって評価

審査の視点

教育目的・目標，水準の設定 (Plan)

教育方法・評価方法の設定 (Plan)

改善 (Action) 教育の実施 (Do)

教育点検・目標達成評価 (Check)

社会（産業界，卒業生，他）

教育の質の向上と継続的改善
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基準１：学習・教育目標の設定と公開 (Plan)

基準２：学習・教育の量 (Do)

基準３：教育手段 (Do)

基準４：教育環境 (Do)

基準５：学習・教育目標の達成 (Check)

基準６：教育改善 (Action)

補 則：分野別要件

JABEE 認定基準

認定・審査の基本方針(1/3)
(1)認定・審査は，プログラムが認定基準を満足して
いるか否かについて，自己点検書の審査と実地審
査によって確認し，判定することによって行う。 自
己点検書は，プログラムが認定基準を満足してい
ることを審査チームに説明するための重要な書類
であり，根拠となる資料等の整理・分析に基づき，
分かりやすく記述することが求められている。実地
審査では，自己点検書で確認できなかった事項や
提示が困難な事項等に関する調査・検証を行う。
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認定・審査の基本方針(2/3)
(2)認定・審査にあたっては，特に次の(a)－(d)を重視す
る。

(a)プログラムが保証する修了生の知識・能力等として
の適切な学習・教育目標が設定されているか。

(b)プログラムは，自己点検書や学則，シラバス，パンフ
レット等に記載されているとおりに実施されているか。

(c)プログラムの修了生全員が設定したすべての学習・
教育目標を社会の要請する水準以上で達成している
か。

(d)教育の継続的改善システムが機能しているか。

認定・審査の基本方針(3/3)

(3)プログラムの独自性を尊重する。
(4)教育機関の教育の改善を支援する。
(5)他の第三者機関等で十分審査されていると判断
した審査項目に関しては，その資料を利用する。

(6)認定・審査は公正に行う。審査員は別に定める
「審査員倫理規定」を遵守する。また，関係文書・
情報の取り扱いは別に定める「文書管理規定」
に従い，機密保持に努める。
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「社会の要請する水準」 (1/3)

• 「社会の要請する水準」は，技術者に期待
される学士レベルの基礎教育として適切な
ものでなければならず，また，教育の国際
的相互承認等を可能にする程度でなけれ
ばならない。

• この水準は，分野によって異なり，また，時
代とともに変化するものであり，これを具体
的に記述して明示することは困難である。

「社会の要請する水準」 (2/3)

• 教育機関側と認定・審査側の両者が合意
に達するだけの十分な意見交換を実地審
査終了までに行うことが望ましい。

• 認定・審査作業を通じて，両者が考える水
準が狭い範囲に収斂し，結果として共通の
水準による教育の質の保証が実現される
ことが期待される。
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社会の要請する水準 (3/3)
土木分野の例

• 審査員が共通の認識で審査するために，
水準判断の目安を設定

– 国家公務員ＩＩ種試験問題
– 技術士第一次試験問題
– 米国のＦＥ試験問題
– 国際的に通用している代表的な教科書

審査の流れ
認定申請

審査チームの選定

自己点検書の送付

－3週 プログラム点検書（その１）

０ 実地審査(9月から11月）

＋2週 追加説明書（事実誤認がある場合にプログラム側
から）

＋4週 一次審査報告書，プログラム点検書(その3)

＋7週 異議申立書，改善報告書（プログラム側から）

＋10週 二次審査報告書

分野別審査報告書，最終審査報告書

認定可否，不服申立て



15

審査チームが作成する点検書・
審査報告書

• プログラム点検書（その１）：－3週，実地審査中
• プログラム点検書（その2）：実地審査終了時
• 総括報告文： 実地審査終了時

• プログラム点検書（その３）：+4週
• 一次審査報告書： +4週
• 二次審査報告書： +10週以内

審査の項目,意図・方法および留意点

• 審査は，自己点検書の審査および実地審
査により行われる．

• 認定基準のすべての項目が審査の対象と
なる．

• 審査は，明確な根拠に基づいて行われる．
• 根拠として「公開」，「開示」、「周知」が求め
られている項目がある．
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ともに，印刷物等によって，明らかにするこ
とをいう。

公開は，明らかにする対象や範囲について何
の制約や条件もなく，普通に誰でもが読める
ような状態にして開示されること（基準１に
用いている）。

ホームページでの公開は公開時期とその普及
度に注意

公開、開示とは

基準１：学習・教育目標の設定と公開

JABEE が定める「目標」とは，
★評価の基準となる指標

★プログラムが保証する具体的な学習・教育の成果
（水準を含む）

基準１の要求：学習・教育目標が

(1)適切に設定され，公開されていること。また，
当該プログラムに関わる教員および学生に周知
されていること。

(2)プログラムの伝統，資源および卒業生の活躍分
野等を考慮し，また，社会の要求や学生の要望
にも配慮したものであること。
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学習・教育目標の設定が「適切」である
ための要件

★基準１(1)，(2) に示されている。

審査で調べること

基準１(1)：

★目標は基準１(1) の (a)-(h) の各内容を具体化
したプログラム独自のものであるか。

★目標が広く学内外に公開され，少なくとも
当該プログラムの関わる教員および学生に
周知されているか。

基準１(2)：

★目標は高等教育機関の伝統，資源および卒業

生の活躍分野等を考慮したプログラム独自の

ものであるか。

★どのようなプロセスで設定されたか。

★目標の内容や水準が社会の要求や学生の要望

を考慮して設定されたものであるか。

★どのようなプロセスでそれらを取り入れ，社

会の要請する水準を確保しているか。
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★学習・教育目標は，基準３－５の審査を行う上
での前提条件であり，具体性を持った内容であ
ることが必要である。

★特に，基準５では，学習・教育目標の達成度が
審査されるために，具体性が乏しい学習・教育
目標の場合には，達成度の証明が難しくなるこ
とに注意が必要。

★具体的な学習・教育目標の例として，米国の大
学が掲げているものの例が参考になる。例えば，
次のウェブサイト。

https://reps.rose-hulman.edu/production/obj.cgi

基準２ 学習・教育の量

(1) プログラムは４年間に相当する学習・教育で構成
され，１２４単位以上を取得し，学士の学位を
得た者を修了生をしているか。

(2) プログラムは学習保証時間の総計が１８００時間
以上を有しているか。

・人文科学，社会科学等：２５０時間以上

・数学，自然科学，情報技術：２５０時間以上

・専門分野：９００時間以上 を含む

１時間＝正味の６０分
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大学設置基準

第21条（単位）

・１単位の授業科目：４５時間の学習を標準

講義，演習：１５－３０時間

実験，実習，実技：３０－４５時間

卒業論文，卒業研究，卒業制作等：必要な学習等を考慮して定める。

第22条（１年間の授業期間）

・３５週を原則（定期試験等の期間を含む）

第23条（各授業科目の授業期間）

・１０週または１５週

第25条（授業の方法）

・講義，演習，実験，実習・実技

・多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等 以外の場

所で履修させることができる。

学習保証時間
教員等の指導のもとに行った学習時間

１８００時間以上を要求
・学士に相当する学習

４５時間×１２４単位＝５５８０時間

・講義と演習のみ，1単位あたり１５時間の授業で１
２４単位を取得

１５時間×１２４単位＝１８６０時間

・４５分の授業を１時間に読み替えると

１８６０時間×（３／４）＝１３９５時間

・技術者の基礎教育

多様な教育形態の組み合わせが必要

⇒１８００時間
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教員等とは，

教員の他に，学生の学習を実質的に監督・指導す

る者をいい，高等教育機関における技術系職員や

教育補助者（ティーチング・アシスタント），あ

るいは，インターンシップ等の学外教育において

学生を実質的に監督・指導する受入機関の担当者

等が該当する。ただし，教員以外の者が監督・指

導する学習・教育形態において，その時間を学習

保証時間として計上するためには，学生からの質

問や相談の内容に応じて，担当の教員が対応する

仕組みを持っていなければならない。

多様な教育形態の組み合わせ

技術者教育にあっては，知識の伝達という一方向の教

育形態以上に，教員等の指導による学生の自立的自発

的学習を誘導する教育形態が重要となる。また，指導

された内容に対して発せられる学生側からの質問や要

望などに対応できる双方向性を持った教育形態を提供

することも，学生の主体的学習を誘導する上で重要と

なる。そのため，それぞれのプログラムでは，講義，

実験，演習，実習，プロジェクト，さらには卒業研究

など多様な教育形態を組み合わせることにより，教員

等は，知識の伝達に留まらず，学生の自立的自発的学

習を誘導し，啓発に与っている。1800時間はそうし

た教員等の指導による学習時間を加味している。
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講義，演習，実験，プロジェクト等以外の形態の学

習時間を学習保証時間として算入する場合には，そ

れぞれの学習形態ごとに，実効性などを勘案して等

価的な学習保証時間を示し，この時間を算入する。

この学習保証時間とは，教員等の指導による学生の

自立的・自発的学習の誘導，学生からの質問や学習

上の要求への対応など，教育の双方向性の観点から，

講義，演習，実験，プロジェクト等の学習形態によ

る学習効果との実効的な等価性をプログラムが証明

できる学習時間である。

等価的な学習保証時間

通常の授業科目のほか，

・教室外における実験，実習，演習等のレポート作成

・研究室における卒業研究など

・他大学等における講義など

・教員によるカリキュラム上の指導のもとに行われる， ビデオ，イ
ンターネット，放送大学等を利用した講 義などで教員への質問等
ができないもの

・インターネットによる演習等で，教員への質問等が できるもの

・教員の引率する見学旅行など

学習保証時間への算入

プログラム側が根拠を示して証明(留意事項を参照)

教員等が行う学習・教育の形態
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基準３ 教育手段

3.1 入学および学生受け入れ方法

(1) 学習・教育目標を達成するために必要な資質を

持った学生を入学させるための選抜方針（アド

ミッションポリシー）とそれを実現するための

具体的な選抜方法が設定され，学内外に開示さ

れているか。また，それに従って選抜が行われ

ているか。

さらに，多様な入試を実施している場合，入学
時に必要とされる知識・能力の不足分を補うた
めの措置（例えば，入学後の補講等）が講じら
れ，学習教育目標達成のための配慮がなされて
いるか。
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(2) 学生のプログラムへの登録を共通教育等の後に
決める場合には，入学時からの学習・教育が審査

の対象となることを考慮して，プログラム履修者

を決める具体的方法が定められ，当該プログラム

に関わる教員および学生に開示されているか。ま

た，それに従って履修者の決定が行われているか。

(3)他の高等教育機関等から学生をプログラム履修

者として編入させる場合には，編入方針とそれを

実現するための具体的な編入方法と編入基準が定

められ，学内外に開示されているか。また，それ

に従って編入が行われているか。

(1)カリキュラムは，学生が学習・教育目標を達成

できるように設計され，当該プログラムに関わる

教員および学生に開示されているか。また，カリ

キュラムでは，各科目と学習・教育目標との対応

関係が明確に示されているか。

学習・教育目標の水準：教育機関が独自に設定してよい。

ただし，技術者教育の国際的相互承認等を可能にする程度

各科目と学習・教育目標との対応：教育機関の考えで柔軟に

対応させてよい

修了生が身に付けた知識，能力の程度：教育機関が根拠を示

して証明

3.2 教育方法
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(2)カリキュラムの設計に基づいて，科目の授業計画

書(シラバス)が作成され，当該プログラムに関わ

る教員および学生に開示されているか。また，そ

れに従って教育が実施されているか。

シラバス記載事項

・各科目の位置付け

・教育内容，教育方法

・各科目の達成目標

・成績の評価方法，評価基準

各科目の学習の内容，水準

・社会の要請する水準を考慮して設定

(3) 授業等での学生の理解を助け，勉学意欲を増進

し，学生の要望にも対応できるシステムがあるか。

また，その仕組みが当該プログラムに関わる教員

および学生に開示され，それに関する活動が実施

されているか。

(4) 学生自身にも，プログラムの学習・教育目標に

対する自分自身の達成度を継続的に点検させてい

るか。そして，学習に反映させているか。

・ポートフォリオ

・期末試験を返却しているだけでは不十分
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3.3 教育組織

(1)プログラムの学習・教育目標を達成するため

に設計されたカリキュラムを，適切な教育方法

によって展開し，教育成果をあげる能力をもっ

た十分な数の教員と教育支援体制が存在してい

るか。

(2)教員の質的向上を図る仕組み（ファカルティ・

ディベロップメント：FD）があり，当該プログ

ラムに関わる教員に開示されているか。また，

それに関する活動が実施されているか。

(3) 教員の教育に関する貢献の評価方法が定めら

れ，当該プログラムに関わる教員に開示され

ているか。さらに，それにしたがって評価が

行われているか。

(4) カリキュラムに設定された科目間の連携を密

にし，教育効果を上げ，改善するための教員

間連絡ネットワーク組織があり，当該プログ

ラムに関わる教員に開示されているか。さら

に，それに関する活動が実施されているか。
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基準４ 教育環境
4.1 施設，設備

(1)プログラムの学習・教育目標を達成するに必要な教室，

実験室，演習室，図書室，情報関連設備，自習・休憩設備

および食堂等が整備されているか。

4.2 財源
(1)プログラムの学習・教育目標を達成するに必要な施設，

設備を整備し，維持・運用するのに必要な財源確保への取

り組みが行われているか。

4.3 学生への支援体制
(1)教育環境に関して，学生の勉学意欲を増進し，学生の要

望にも配慮するシステムがあり，その仕組みが当該プログ

ラムに関わる教員，職員および学生に開示されているか。

また，それに関する活動が実施されているか。

基準６：教育改善

5.6.1 教育点検システム

(1)学習・教育目標達成度の評価結果を収集・検討し，教育内
容，教育手段および教育環境等を点検する教育点検システ
ムが存在し，その仕組みが開示されているか。さらに，それ
に関する活動が実施されているか。

(2)教育点検システムは，学習・教育目標の設定，学習・教育目
標達成度の評価方法・評価基準等の適切さを社会の要求や
学生の要望に照らして点検できるように構成されているか。
また，実際にそれらの点検が行われているか。

(3)教育点検システムを構成する会議や委員会等の恒常的な
活動記録が開示されているか。なお，ここでの「開示」は，
「活動記録が保管され，当該プログラムに関わる教職員の求
めに応じて，それらを明らかにすることができるようにされて
いること」を意味している。
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基準５ 学習・教育目標の達成

★目標（プログラムが保証する具体的な学習・教育の

成果（水準を含む））に対する達成度を審査

★プログラムの修了生全員がすべての学習・教育目標

を達成していることを証明

★証明方法の開発と水準の設定は教育機関側の責任

★審査ではそれが適切であるか否かを調べる

★根拠資料等としては，プログラムの全学年次にわた

る科目の中で，目標達成の証明に必要となる科目に

ついて，最近の２年分の提出を求める

★合否のボーダーライン上にある資料を目標達成の水

準判定に関係することから特に注意して調べる

(1) 個々の科目ごとに，シラバスに定められた成績

評価方法と評価基準に従って，各科目の目標に対

する達成度が評価されているか。

自己点検書，シラバス，成績表，試験問題・答案，レ

ポート，作品，卒業論文，教員面談等で調べる。

(2) 学生が他の教育機関等で取得した単位や編入生

等が取得してきた単位に関して，その評価方法が

定められ，それに従って適切に単位の互換が行わ

れているか。

自己点検書，会議資料，実地審査等で調べる。
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(3) プログラムが設定した各学習・教育目標に対して，

個々の科目ごとに行われている評価の他に，例えば，

各科目の重み付けや外部試験の結果などを考慮して，

その達成度を総合的に評価する方法と基準が定めら

れ，それに従って適切に評価が行われているか。

自己点検書（特に表３），シラバス，実地審査等で調べる。
水準，評価方法の妥当性についても調べる 。

(4) プログラムの修了生全員が，すべての学習・教育

目標を達成していることを確認する仕組みが存在し，

それに基づいて，修了の判定が行われているか。

自己点検書および，特に上記(1)，(2)，(3)の審査結果を
総合的に勘案して審査する。選択科目がある場合，その
履修の確認について特に注意する。

基準６ 教育改善

6.1 教育点検

(1)学習・教育目標の達成度の評価結果等に基づき，

基準１－５に則してプログラムを点検する教育点

検システムがあり，その仕組みが当該プログラム

に関わる教員に開示されているか。また，それに

関する活動が実施されているか。

教育改善のための教育点検と継続的改善のシステムがあり，

それらに関する活動が実施されているかについて，自己点

検書と実地審査により審査する。

点検・改善する「プログラム」とは，入学から卒業まで

のすべての教育プロセスと教育環境を含むもの。
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(2)教育点検システムは，社会の要求や学生の要望

にも配慮する仕組みを含み，また，システム自体

の機能も点検できるように構成されているか。

(3)教育点検システムを構成する会議や委員会等の

記録を当該プログラムに関わる教員が閲覧できる

ようになっているか。

6.2 継続的改善

(1)教育点検の結果に基づき，基準１－６に則して

プログラムを継続的に改善するシステムがあり，

それに関する活動が実施されているか。

補則 分野別要件

分野別要件は，当該分野のプログラムに認定基準を

適用する際の補足事項を定めたものである。

主として，学習・教育目標に関するもの（基準１(1) 

(d) など）と教員（団）に関するもの（基準 3.3 (1) 

など）について具体的に規定している。

なお，分野によっては，基準1（1）(d) 以外にも，

基準 3.2（教育方法）などに分野別要件が関係して

いることがあるので注意を要する。

審査は，基準１－６に含めて行う。
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審査の流れ

認定申請

審査チームの選定

自己点検書の送付

‐3W    プログラム点検書(その１)

実 地 審 査（９月-11月）

+2W 追加説明書

+4W 一次審査報告書，プログラム点検書(その３)

+7W 異議申立書，改善報告書

+10W 二次審査報告書，プログラム点検書(その3・修正）

分野別審査報告書，最終審査報告書

認定可否，不服申立て

審査チーム

実地審査

(1)自己点検書で確認できなかった事項の審査
主として，確認のための追加資料を調査する。

(2)自己点検書で示すことが困難な教育成果の審査
教材，作品，試験問題と解答，卒業論文および実験
レポート等を審査する。

(3)当該教育機関によって解釈・評価された資料の詳
細な調査特に，学習・教育目標の達成度のチェック
は十分に時間をかけて行う。

(4)学習・教育の量の実態調査
特に，学習保証時間が自己点検書の記載通りに確
保されているかを調査する。
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(5)教育手段および教育環境の実態調査
(6)プログラムの対応責任者，教職員，学生，卒業生な
どとの面談

自己点検書や資料に記載されている通りのことが実施さ
れているかを確認する。

疑問点の確認と教育上の問題点を探り出す。

面談する学生については特定の学生にならないように工
夫・選択する。

学生の達成度を直接試すことはしてはならない。

(7)自己点検書により事前に調査したプログラムの長所
と短所

受審校

・自己点検を行い，認定基準を満たしていることを

確かめたうえで，認定申請を行っている。

・根拠資料は整っているはず。

審査チーム

・自己点検書において，根拠資料が十分でないと判

断した場合には，追加資料の提出を求める。

・問題点の発見に終始せずに，推奨すべき長所の発

見にも意を尽くすことが，認定の目的である「優

れた教育方法の導入を促進し，技術者教育を継続

的に発展させる。」ために重要。
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審査チームが作成する点検書・審
査報告書

• プログラム点検書（その１）：-3週間
：実地審査中

プログラム点検書（その2）：実地審査終了時
総括報告文 ：実地審査終了時

プログラム点検書（その３）：+4週間
一次審査報告書 ：+4週間
二次審査報告書 ：+10週間以内
プログラム点検書（その３・修正）：+10週間以内

プログラム点検書

実地審査の結果はプログラム点検書としてまとめら

れる。

(1) プログラム点検書（その１）
・実地審査前および実地審査期間中に使用する。
・審査長および審査員が記入する。

(2) プログラム点検書（その２）
・実地審査最終面談時に教育機関に手渡す。
・審査長が記入する。

(3) プログラム点検書（その３）
・実地審査後に使用する。

・審査長が記入する。
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プログラム点検書（その１）

プログラム点検書（その１）ー（その２、その３も基本的に同じ）
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総括報告文

• 審査長が実地審査最終面談時に読み上げる。
• 教育機関の調書を十分に取り上げる。
• 認定基準に照らし合わせ、基準を満たしていない
点や改善を必要とする点を構成に判断し、余すとこ
ろなく指摘する。

• 注釈など、報告文に記載されていない非公式な意
見は述べない。

• 総括報告文は手渡さない。
• プログラム認定の可否の判定については言及しな
い。

追加説明書

教育機関は，プログラム点検書（その２）に

記載の事項に対して事実誤認等がある場合に

は，実地審査後2週間以内に，審査長に文書で

申し立てることができる。これを追加説明書

という。

追加説明書は審査長と審査チーム派遣機関に

提出する。
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一次審査報告書

プログラム点検書にある内容に，審査チームの所見が加わる。

追加説明書がある場合，その検討を踏まえて

実地審査終了後４週間以内に作成して
審査チーム派遣機関を通じて
教育機関，分野別審査委員会，JABEEに送付
（（分野別審査委員会とJABEEには，プログラム点検書そ
の３とともに送付））

教育機関は，一次審査報告書の内容に異議があ

る場合には，審査長に異議の内容を文書で申し

立てることができる（これを異議申立書とい

う。）。

また，一次審査報告書に指摘された事項につい

て直ちに措置した場合には，その改善報告書を

審査長に提出することができる。

異議申立書，改善報告書
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二次審査報告書

一次審査報告書の内容に次の事項が加わる。

実地審査前，中，後の細かい行動記録

異議申立書や改善報告書がある場合，その検討を踏まえて
実地審査終了後10週間以内に作成して，
審査チーム派遣機関を通じて分野別審査委員会とJABEEに送付
(教育機関には送付されない）

• 審査員は，自己点検書等を点検してプログラム点検書（その
１）を作成し，実地審査3週間前に審査長に送る。

• 審査長は，質問事項等があれば，とりまとめて直接，教育機関
に質問。その際，必要があれば，補足の資料を要求する。

• （なるべく実地審査3週間前までに質問を送付し，1週間前まで
に回答を提出するよう教育機関に要望）

• 審査長は，実地審査の1週間前までに，受審側責任者と審査
員に対して，実地審査に関する最終確認をとる。

• 具体的な実地審査スケジュールは，事前に教育機関側と相談
して決定する。

• キャンパスが複数存在するような場合，移動に時間がかかるこ
とがあるので，場合によっては実地審査の時間を延長するなど，
事前に訪問場所と必要時間を十分検討する。

実地審査前の準備
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実地審査スケジュール（例）

実地審査前日

• 午後（時間は審査チームで決定）現地集合
• スケジュールの確認
審査を分担する場合にはその打ち合わせ

• 問題点の討議と整理
• その他

– 第1日目の調査日程が不足すると判断される場合には，
この日の午後にその日程を組み入れることが望ましい。

– たとえば，学習・教育目標の達成度の資料審査や修了
生との面談などにあてる。

実地審査第1日

① JABEE 対応責任者等による学科・プログラム設定方針の
説明

② プログラム責任者による教育方法の説明

③ 学習・教育目標達成度の評価方法の説明・質疑と調査

④ 学習・教育の量に関する説明・質疑と調査

⑤ 講義の調査（シラバス，教科書，試験問題および解答採点
例等の調査）

⑥ 実験および演習の調査（レポート等の調査）

⑦ 卒業論文等の調査

⑧ 学生，教職員との面談（学習・教育目標，専門基礎科目，
実験，演習など）

⑨ 卒業生や大学院生との面談

⑩ 問題点の討議と整理

⑪ プログラム点検書（その２），総括報告文の原案検討
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実地審査第２日

①教育点検システムの説明と活動状況の調査（規則，会
議記録等の閲覧）

② 教員の質的向上のための組織的活動状況の説明と活動
記録の閲覧

③ 講義，実験，演習などの視察および教員，学生等との
面談

④ 図書室，情報関連設備，自習・休憩施設等の調査

⑤ 実地審査により得られた知見の JABEE 対応責任者等
への伝達

⑥ プログラム点検書（その２），総括報告文の作成

⑦ プログラム責任者，JABEE 対応責任者，学科長，学部
長等への審査結果の伝達

実地審査の手順と方法
実地審査の手順と方法の詳細は，審査チームと教育機関
側との協議により決定する。

• 教育機関への連絡と必要な処置
– 審査スケジュール，審査日程，面談希望者など
– 自己点検書の検討の後，疑問点や不足資料などについ
て整理し，必要に応じて教育機関側に連絡

• 審査員に対する必要な措置
– プログラム点検書（その１）作成依頼，審査日程連絡など

• 事前に対応が必要な事項の抽出とその対策
– 目標達成度の評価方法・評価基準を審査する方法の確
認など

• 審査項目，役割分担などの決定
• プログラム点検書（その２）の作成準備など

実地審査前の準備(審査長）
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実地審査前日

• 翌日からの実地審査の時間が不足と判断した場
合には，例えば現地到着日の午後から開始し，学
習・教育目標の達成度などに関する資料審査を行
うことが望ましい。

• 審査チームによる1回目の会合
• 懸念事項の対応の確認
• 教育機関への対応の確認
• 追加資料の準備依頼の確認
• 審査の方法・項目・スケジュールの確認と修正
• プログラム点検書（その２）の作成準備など

実地審査第1日

★審査チームと教育機関による最初の会合
挨拶，審査項目・審査スケジュールの説明，教育機関の
要望と審査への反映，学長訪問 など

★プログラム審査－１
プログラム責任者・教員・学生等との面談，証拠書類等
の審査，プログラム点検書・審査報告書等の作成に有用
な情報の記録 など

★初日の昼の会合(唯一のリラックスした社交の場）
審査チームと教育機関の合意が得られた場合

★審査チームによる２回目の会合（第１日目の夜）
審査員の報告と見解の変更の有無，翌日の審査項目と審
査スケジュールの確認，プログラム点検書（その２），
総括報告文の原案作成準備 など
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実地審査第２日

★プログラム審査－２
規則・会議資料等の閲覧，施設・設備等の調査，

講義・実験等の視察，教員・学生等の面談など

★実地審査によって得られた知見の要点の伝達

★審査チームのみのよる昼の会合
最終面談のスケジュールの伝達，プログラム点検書

（その２）・総括報告文の作成

★実地審査最終面談
非公開で実施，プログラム点検書（その２）を手渡す，

総括報告文を口答で伝達，プログラム認定の可否の判

定については言及しない，事実誤認がある場合の処置

について伝達

審査結果の記述および認定行為

★認定・審査は，プログラムが認定基準を満

足しているか否かについて，自己点検書の審

査と実地審査によって判定し，その結果に基

づいて行われる。

★審査では，認定基準に対するプログラムの

適合の度合いが判定され，その結果は，

適合 (A) ，懸念 (C) ，弱点 (W) ，欠陥 (D)

として，プログラム点検書に記入され，

記録として残される。
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適合 (A) ，懸念 (C)
弱点 (W) ，欠陥 (D) の意味

適合 : A (Acceptable)
認定基準を満たしている事項。

懸念 : C (Concern)
現時点では認定基準を満たしているが，

改善が望まれる事項。

したがって，認定基準への完全な適合を継

続するためには，何らかの対処が望まれる。

弱点 : W (Weakness)

現時点では認定基準を満たしているが，その

適合の度合いが弱く，改善を必要とする事項。

したがって，適合の度合いを強化する何らか

の対処が必要となる。

今後，5年を待たずに(例えば，2年後)，改善

施策を確認する必要がある。

欠陥 : D (Deficiency)

基準を満たしていない事項。
したがって，プログラムは認定基準に適合し
ていない。
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適切に設定されている

A

(b)技術が社会や自然に及ぼす影響や効果，
および技術者が社会に対して負っている責任
に関する理解（技術者倫理)1(1)[1]

(b)
OM

内容が地球科学的ないよう
に偏りすぎており，人文社
会的な内容を含める必要が
ある。

W

(a)地球的視点から多面的に物事を考える能
力とその素養

1(1)[1]
(a)

OM

学習・教育目標が，適切に設定されているこ
と。1(1)[1]OM

公開時期、方法とも問題が
ない

A

(1)自立した技術者の育成を目的として，下
記の(a)－(h)の各内容を具体化したプログラ
ム独自の学習・教育目標が設定され，広く学
内外に公開されていること。 また，それが
当該プログラムに関わる教員および学生に周
知されていること。

1(1)OM

基準１ 学習・教育目標の設定と公開1OM

根拠・指摘事項結果点検項目番号
審査
員記
号

注意

• Aでも何をチェックして判断したかを記入
• 改善する方が望ましいことは遠慮なくＣとし
て記入

改善の必要のないプログラムは極めてすくない
はず
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認定行為

認定の有効期間

通常，５年または２年

５年：「欠陥」，「弱点」がない場合

２年：「弱点」がある場合

その後の審査(中間審査)で認定が認められ
た場合の新たな有効期間は３年。

中間審査
認定の有効期間が２年のプログラムは，最終有効年
度(2年目)の翌年度内に，再度審査を受けなければ
ならない。(これを中間審査という）

この中間審査を申請しないプログラムの有効期間は
２年で失効する。

分野別審査報告書

★分野別審査委員会が，当該分野の各プログラムに

対する二次審査報告書を審議・調整して作成する。

★ここでの審議・調整とは，同一分野における審査

結果の整合性，特に判定の水準が同じかどうかを

調べ，場合によっては二次審査報告書と異なる内

容で分野別審査報告書を作成すること 。

★記載内容

審査の記録／一次審査報告書に対する教育機関

の対応／審査結果と指摘事項／所見／総合評価

／分野別審査委員会での審議・調整
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最終審査報告書

★ JABEE認定審査調整委員会が，全分野の各プロ

グラムに対する分野別審査報告書を審議・調整し

て作成する。

★ここでの審議・調整とは，各分野における審査結

果の整合性，特に判定の水準が同じかどうかを調

べ，場合によっては分野別審査報告書と異なる内

容で最終審査報告書を作成すること 。

★記載内容

審査の記録／一次審査報告書に対する教育機関

の対応／審査結果と指摘事項／所見／総合評価

／認定審査調整委員会での審議・調整

認定可否案

★ JABEE 認定審査調整委員会が，全分野の各プログ
ラムに対する分野別審査報告書を審議・調整して作

成する。

★分野別審査委員会は，JABEE 認定審査調整委員会
の求めに応じて，当該分野の各プログラムの認定の

可否および期間に関する意見を具申する。
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認定可否の決定と承認

★ JABEE 認定委員会が，認定審査調整委員会か

ら提出された最終審査報告書と認定可否案を審

議して，認定の可否を決定する。

★ JABEE 理事会が，認定委員会が決定した認定

の可否を承認する。

★認定・審査に関わる法的責任は JABEE 理事会

にある。

認定継続審査

認定の継続

最終有効年度の翌年度内に，再度審査を受

けて認定可の場合。

再審査

認定継続審査において，「欠陥」がある場

合，１年後に再審査を行う。

不認定

1年後の再審査において，「欠陥」がある

場合。
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中間審査の手順と方法

★中間審査を受ける項目は，前回審査での「W」判定項目，お
よびそれに関連した「C」判定項目とする。

★教育機関は，原則として，中間審査を受ける年度における認
定審査基準類に従って自己点検書を作成し，中間審査を申請
する。参考のために，前回の審査で使用した自己点検書も提
出する。

★審査チームは，自己点検書の審査，および必要に応じて実地
審査を行い，認定基準との適合の度合いを判定する。その結
果を，「A，C，W，D」で記述する。

★中間審査項目について，中間審査で，「W」あるいは「D」
判定となった場合，この項目は「D」判定とみなし，認定
「否」とする。「C」判定，あるいは「A」判定となった場
合，この項目はそのまま「C」，あるいは「A」判定とする。


